
参考資料２－４　解体撤去対象の既存庁舎等に関する資料

解体撤去対象の既存庁舎等の概要

① 建築物 　

№ 名称 既存図面 構造 規模
延べ面積

[m2]
備考

1
札幌開発建設部
既存庁舎

1980年 特別修繕工事
2007年 免震改修工事
2014年 防水改修工事
2015年 昇降機改修工事

RC造
地下 2
地上 6
塔屋 2

11,731.60
アスベスト含有建材の使用が見込
まれる

2 受水槽室
2007年 免震改修工事
（階段室はA-105）

RC造 地上 1 114.0
アスベスト含有建材の使用が見込
まれる

3 予備電源室 2006年 発電機室建築工事 RC造 地上 1 83.47

4 無線局舎
2007年 免震改修工事
A-100

RC造 地上 2 21.16

10 ゴミ収集箱
実測寸法の情報が１期庁舎発注図
にあり

プレハブ 4.12

11 ゴミ収集箱 〃 プレハブ 5.63

12 ゴミ収集箱 〃 プレハブ 7.47

13 ゴミ収集箱 〃 プレハブ 2.40

※面積は、一団地申請書の第三面の記載による

② 工作物等

№ 名称 既存図面 基礎 備考

1 鉄塔 H20耐震診断報告書　4-1～35 不明 地上58ｍ
建設時期

不明

基礎形状不明
無線等の設置機器の撤去は事業に
含まない

2 油タンク
2006年 発電機室建築工事
M1-2

ー 16.5kL
油の抜き取りは入居官署で対応
し、タンク内洗浄はPFI事業に含
む。

3
受水槽北側
観測用井戸

なし 不明 ー ー
計画上支障となる場合を除き解体
撤去。

③ 残地対象物

№ 名称 既存図面

1 慰霊碑（２か所） なし
添付資料4-18「慰霊碑に係る要求
水準」参照

共通事項：

① とりこわし対象物は、基礎共撤去する。基礎の撤去により計画上支障が出る場合は国と協議する。

② 残地対象物以外は原則的にすべて解体撤去とする。既存利用の可否については国と協議する。

③ 有価物については、PFI事業にて指定場所まで運搬し国に報告する。（有価物の売却はPFI事業に含まない）
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